
第４ 回口頭弁論開催！

誰が、どんな報告したのか？ 陳述書で明らかに？ ！

１月３０日、渡邊さんの本人訴訟の第４回口頭弁論が大阪地裁で開催されました。今回、

会社側は４月末までに「渡邊さんの２４年度年末手当のカットの事由となっている２５件の

非違行為に対し、管理者（延べ９名）、２５年度夏季手当のカットの事由となっている１６

件の非違行為に対して、管理者（延べ５名）の陳述書を提出する」ことになりました。

この陳述書を書く管理者は、当然のこと渡邊さんに注意指導したとする現場の管理者とな

ります。これで会社が５Ｗ１Ｈで管理者から報告があったという事象が、Ｗｈｏ（だれが）

Ｗｈａｔ（何を）Ｗｈｅｎ（いつ）Ｗｈｅｒｅ（どこで）Ｗｈｙ（なぜ）Ｈｏｗ（どのよう

に）で明らかにされることになります。

陳述書を書く管理者のみなさん！
陳述書を書いて逃げるのではなく、証人となって全員が法廷に立って証言してください。

白か黒かはっきりさせましょう。非違行為を注意指導したというのなら堂々と証言してくだ

さい。是非お待ちしています。

提出書証はこれ以上ありません！
今回、会社側弁護士（中山達夫弁護士）は４月末までに管理者の陳述書の提出を決める時、

「管理者のメモ等も提出するかどうかも検討する」と言っていました。あれ～おかしいです

ね？！第３回口頭弁論では「提出書証はこれ以上ありません」と言っていましたよね。ちゃ

んと調書に記載がありますよ。まさか『メモ』は書証ではないなんて言わないですよね。

次回の期日は、５月２２日（金）１４時～大阪地裁６１１号法廷です。

組合員の皆さん傍聴お願いします！！
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